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会議の名称 平成２９年度第２回小牧市特別職報酬等審議会 

開催日時 平成３０年１月１６日（火） 午後７時～午後９時 

開催場所 小牧市役所東庁舎５階 大会議室 

出席者等 

【出席者】（会長）舩橋 茂行、（代理者）稲垣 喜久治、 

（委員）石倉 満、稲垣 武磨、金和 未穗、酒井 美代子、 

丹羽 三枝子、萩原 聡央、村上 直之 

【欠席者】廣瀬 和史 

【事務局】伊木市長公室長、小川行政経営課長、 

舟橋行政経営課人事係長、立藤行政経営課人事係主事 

会議傍聴者 １名 

会議内容【要点筆記】 

行政経営課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、定刻になりましたのでただいまより小牧市特別職報酬

等審議会を開催します。 

本日は、お忙しいところ小牧市特別職報酬等審議会にご参会いた

だきまして、誠にありがとうございます。 

本日の出席状況ですが、本日は廣瀬委員がご欠席となっておりま

す。また、傍聴者につきましては、１名となっております。 

本日は第２回目の審議会開催となりますので、闊達なご議論をお

願いしたいと思います。 

それでは、今後の議事進行につきまして、舩橋会長よりお願いし

ます。 

 

皆さん、こんにちは。年始のご多忙の時期にお集まりいただきま

して、誠にありがとうございます。 

前回、事務局から出されました資料をもとに、小牧市の特別職の

報酬等のあり方について委員の皆様からそれぞれ意見を伺いまし

た。本日は、その取りまとめに向けて委員の皆様にご協力をいただ

きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

皆様からの意見をもとに、事務局より案が提示されておりますの

で、案について、事務局より説明をお願いします。 

また、前回話が出た、豊田市などいくつかの県内市で教育長の給

料月額が市長や副市長と比べて順位が低い理由についても説明をお
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行政経営課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

願いします。 

 

それではただ今より、事務局案を説明させていただきます。お手

元の資料 No.１、No.２に沿って説明いたします。 

まず、資料 No.１をご覧ください。案１、案２の２案を提示させて

いただきました。案１ですが、三役・議員ともに引き上げる案でご

ざいます。平成２８年度、２９年度における、小牧市の一般職に適

用された人事院勧告の給与改定率を加えた割合を基準に引き上げを

行うものであります。２ヵ年とした理由は、前回２７年度に据え置

きという結果になったことから、翌年度以降の人事院勧告における

給与改定率を加えた割合を基準といたしました。 

 前回の会議での引き上げにつきまして、皆様のご意見が大まかに

「全員引き上げる」、又は「教育長のみ引き上げる」に分かれまし

た。教育長のみ引き上げるというご意見が出た理由といたしまして

は、給料月額の県内順位が市長は県内５位、副市長は６位であるの

に対して、教育長は１１位と低く、バランスが悪いということでし

た。 

 そこで、前回お話に出ました、同じく教育長のみ他と比べて順位

が低い豊田市や豊橋市、岡崎市などに理由を確認してみました。豊

田市、豊橋市、岡崎市は、人口３０万人を超える中核市で、比較対

象を全国の中核市としており、その給料月額は全国の中核市の中で

も決して低いわけではないので、引き上げようという議論がなかな

か起きてこないのが現状で、また、平成２７年度に新教育長制度に

変わったときに、教育長の給料月額についてどうするかという議論

は起きたものの、先に説明をさせていただいたように、比較対象が

全国の中核市で、その中で比較をしても低くないため、教育長の給

料月額を引き上げていないのが現状ということでありました。 

 こういった状況もふまえまして、引き上げを行う場合は、教育長

のみ引き上げを行うよりも、三役・議員どちらも引き上げを行う方

が適切ではないかと考えました。 

 引き上げ後の県内における順位につきましては、資料 No.２の１

ページをご覧ください。今年度審議会を開催した市の答申結果によ
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会長 

 

 

 

 

A 委員 

 

 

行政経営課長 

 

 

 

 

 

 

って変動がある可能性はありますが、案１の場合、教育長が現行１

１位から２ランク上がり、９位となります。その他の特別職につき

ましては、順位に変動はございません。 

 前回の会議におきましても、市長や副市長の給料月額につきまし

ては、据え置きでも問題ないという意見や引き上げを行ったとして

も県内の順位が変わらない程度の引き上げ額が望ましいという意見

がございました。 

それらのご意見もふまえまして、三役・議員ともに引き上げを行

いつつも、市長・副市長・議員の順位に影響がなく、教育長の順位

を上げることのできる案１を折衷案として提示させていただくもの

であります。 

案２の据え置きという案につきましては、一部の委員の方からも

ご意見がございましたが、県内各市と比較しても決して低い金額で

はなく、市の実態に即した金額であるという点から、もうひとつの

選択肢として提示をさせていただくものであります。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

ありがとうございました。 

事務局案について説明がありましたが、事務局からの提案を受け

て、方向性とその理由について、改めて全員の意見をお伺いしたい

と思いますので、石倉委員から順番にご意見をお願いいたします。 

 

前回の会議で、県内他市の今年度の引き上げの状況など教えてい

ただきましたが、それについては、まだ未定でしょうか。 

 

県内他市の状況でございますが、まず、確定しているものについ

ては豊橋市が据え置き、半田市が０．２％引き上げということで、

三役が２千円、議員が１千円となっております。春日井市につきま

しても、引き上げということで、市長が１万円、副市長が７千円、

教育長・議長が５千円、議員が４千円となっております。安城市も

０．６％の引き上げということで、市長が７千円、副市長が６千

円、正副議長が４千円、議員が３千円となっております。江南市に
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A 委員 

 

 

B 委員 

 

 

行政経営課長 

 

 

 

B 委員 

 

行政経営課長 

 

B 委員 

 

 

 

 

 

 

C 委員 

 

D 委員 

 

E 委員 

 

ついては、議員のみ１万円引き下げで、あとは据え置きとなってお

ります。稲沢市と北名古屋市は据え置きとなっております。みよし

市が正副議長・議員のみ１％の引き上げ、あま市が教育長のみ１万

円引き上げという状況になっております。 

 

ありがとうございます。私の個人的な意見としては、案１の引き

上げで、気持ちよく市政を行っていただければ良いなと思います。 

 

１点質問ですが、特別職の退職金について把握していないので、

これについては条例に定めがあるのか、わかれば教えてください。 

 

特別職の退職金につきましては、別に定めた条例がございます。

現在、特例で通常の退職金の２分の１になるというかたちで定めが

ございます。 

 

市長、副市長、教育長の３名ということで良いですか。 

 

はい。 

 

私の意見といたしましては、市税に対する人件費の割合も非常に

良い数字ですし、今は良い傾向なのですが、前回も言いましたが、

やはりタイミング的に据え置いた方が良いと思います。消費税が上

がるタイミングなど何かのタイミングをとらないと、市民は納得さ

れない部分が出てくると思いますので、私は据え置いた方が良いと

思います。 

 

私も案２の据え置きが良いと考えています。 

 

私は案１の方が良いと思います。 

 

私も案１の方でお願いしたいと思います。お隣の春日井市も新聞

に引き上げと出ておりましたし、小牧市は春日井市の２分の１ぐら
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会長 

 

 

 

 

いの人口ですが、財政力も健全ですので、案１で行きたいと思いま

す。 

 

結論としては、案１です。前回はバランスを考えて教育長のみを

上げるという話も出ましたが、今回の事務局案１を見まして、非常

にすとんと落ちたと言いますか。平成１２年度から一切改定がなか

ったということもありますので、案１が良いかと思います。 

 

平成１２年度から改定されていないということもありますし、案

１が良いと思います。教育長と他の特別職のバランスもとれると思

います。 

 

まず、上げるということについては、多少良いだろうと思いま

す。しかし、今回の案で２８年度と２９年度の一般職員の給与改定

率を基準にしていますけれども、過去に一般職員の給与が引き下が

ったときに特別職の給料月額を引き下げていないのに対し、今回引

き上げだけを考慮するというのはいかがなものかと思います。案だ

と改定率０．３２％ですが、これを０．２５％ぐらいに落としては

どうかと。率が良すぎるような気がします。それからもうひとつは

議員の方ですけれども、議員については、数を少なくしてほしいで

す。豊橋市や岡崎市、一宮市はだいたい議員１人に対して１万人ぐ

らいですが、小牧市は６千人です。それを考えると、議員を減らす

ことについてもっと努力してもらわなければならない。そういう面

で、一律ではなく議員については０．２％というかたちで差をつけ

ても良いと思います。教育長については０．３％ぐらいにしてはど

うかと思います。 

 

ご意見をまとめますと、引き上げても良いという意見が５名、据

え置きが２名、一律ではなく差をつけて引き上げるという意見が１

名ありました。多数決というよりは、皆さんの合意のもとで、全会

一致で決めた方が良いのではないかと私は思いますので、すり合わ

せが必要になりますね。 
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会長 

 

 

H 委員 

 

 

行政経営課長 

 

 

 

会長 

 

 

 

F 委員 

 

 

 

 

会長さんのおっしゃるとおり、審議会は多数決ではなくてある程

度納得して決めた方が良いと思います。 

 

前回の資料 No.５「特別職、議員報酬月額の改定状況」で過去の

引き上げ幅を見ますと、改定率が一律でないので、一律に引き上げ

ることにこだわらなくても良いのかなと思います。 

 

改定率が一律でない理由ですが、月額自体を千円単位にしてお

り、原資となる給料月額がそれぞれ違いますので、その端数整理の

関係で、若干改定率が増減していると思われます。あえて改定率を

調整したわけではございませんので、それだけご承知置きくださ

い。 

 

この改定率をかけているわけではなくて、一律で引き上げてみた

ら、この改定率になったということですね。 

 

先ほど事務局から説明のあった、県内他市の今年度の改定状況に

ついて、引き上げが何市で据え置きが何市でしたか。 

 

据え置きは、豊橋市をはじめ６市です。一部引き下げ、引き上げ

の市についても含んでおります。引き上げについても、同じく６市

です。 

 

現在、意見がふたつに分かれていますが、どちらも納得できるよ

うにこうしたらどうかというような意見がある方はおっしゃってい

ただければと思います。 

 

据え置きを希望される方の理由としては、タイミングの問題があ

ったり、そもそも現行で充分なのではないかという声もあります

し、引き上げたときの市民への対応が懸念されるということが挙げ

られると思います。例えば市民が納得できて、タイミング的にも今
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A 委員 

はそんなに悪くないということであれば、据え置きを希望する方も

引き上げに納得してくれるのではないかと。 

ひとつ気になったのが、小牧市が平成１２年度からずっと据え置

かれている状況は、通常考えられるものなのだろうかと。こういっ

た状況は他市においても見られるものなのでしょうか。 

 

県内他市の特別職の給料月額の改定時期について、前回の資料

No.１を見ていただくと、ほとんどの市が直近平成２４、２５年に

改定をしており、小牧市より長い間据え置いている市は、高浜市・

岩倉市の２市のみとなります。 

 

現在、あるいは次回、高浜市と岩倉市は改定する予定があるかど

うかわかりますか。 

 

年明けに行った聞き取り調査によると、今年度につきましては２

市とも実施するかどうかが未定ということでありました。現在予定

がされていないということは、当初予算の計上の関係もありますの

で、今年度については、改定はないのではないかと想像できます。 

 

岩倉市についてはわからないが、高浜市は財政上の理由もあるか

もしれないですね。この２市を基準に、小牧市が据え置いた方が良

いという合理的な理由はないのではないでしょうか。私としまして

は、完全に据え置きにしなくても市民の方にもある程度納得してい

ただけるのではないかと思います。 

 

引き上げを行う場合の改定率についてですが、平成２８年度と平

成２９年度の給与改定率を足した率を基準にしていますが、遡って

２年分上げることに対し若干違和感があります。例えば、２年分の

平均給与改定率を基準にし、単年度で考えた方が良いのではないで

しょうか。 

 

案１と案２に分かれたので、その中間となる案を考えていたので
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すが、今おっしゃったように、２年分の合算ではなく２年分の平均

をとって０．１６％ぐらいが落としどころではないでしょうか。 

 

石倉委員の改定率を０．１６％にするという案について、皆さん

いかがでしょうか。 

 

賛成です。 

 

皆さんの色々なご意見もお聞きして、私も充分に納得ができたの

で、そういったかたちで良いと思います。 

 

私も石倉委員のご意見が良いと思いました。差をつけて引き上げ

るというご意見もありましたが、それよりも一律で２年分の平均給

与改定率を基準にする方が説得力はあるのかなと思いました。 

 

０．１６％引き上げた場合、具体的にそれぞれ何円上がるのでし

ょうか。 

 

０．１６％引き上げた場合の資料をすぐに準備いたします。 

 

～事務局資料準備～ 

 

一般職の給与改定で引き下げがあったときに特別職は引き下げて

いないので、平成１２年度から一切改定されていないということと

は議論が違ってくると思います。市税に対する人件費割合も良いの

で、上げるということ自体が問題というわけではありませんが、市

民に説明できる理由がないといけないのではないかと。人口減少で

税収も減っていくことは目に見えていますし、先を見て考える必要

があるのかなと思います。 

 

～事務局より０．１６％引き上げた場合の資料配布～ 
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今回、一般職の給与改定が行われたという理由で引き上げると、

今後も給与改定がある度に少しずつ改定を行わなければならなくな

るという心配が出てきますね。一般職の給与改定率を基準にするの

はやめた方が良いかもしれませんね。 

 

心証としては引き上げても良いのではと思いますが、市民に対す

る説明責任を考えると、難しい部分がありますね。 

 

給料月額の県内順位が低ければ見直す必要もあるかと思います

が、小牧市の順位はすでに上位に位置していますからね。 

 

やはり特別職の仕事は激務だと思いますので、そういった妥当な

理由があれば引き上げるのは賛成ですが、長年改定していないから

引き上げるというのはいかがなものかと思います。 

 

私も現行据え置きで良いと思います。今後人口減少など色々な問

題が出てくる中で、今の給料月額に問題があるとも思えませんし、

充分な金額だと思います。 

 

平成１２年度から改定されていないので、今回ある程度引き上げ

ても良いのではないかとご発言された方の中で、何かまたご意見が

あればお聞きしたいと思います。 

 

前回の会議では、逆に引き上げられたら特別職の方も迷惑なので

はないかということを前提に話しておりまして、ただ教育長だけは

引き上げても良いのではないかという話は皆さん意見が一致してい

たかと思いますので、基本据え置きにして、教育長を引き上げるか

どうかという議論に切り替えた方が良いのではないかと思います。 

 

私も引き上げても良いのではという意見でした。皆さんのお話を

聞くと、やはり説明責任、市民感情のことを考えると引き上げるこ

とに対して不安が出てきました。財政も健全だと言いましたが、給
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料月額の県内順位もすでに上位に位置しています。先々のことを考

えると、据え置きの方に傾かないわけでもないですね。 

 

据え置きという意見に対して、反論できる根拠は出せません。引

き上げることについて、合理性を示せと言われると示せないです

ね。ただ、教育長については、小牧市も教育に力を入れていますし

期待を込めるという意味合いで上げても良いのではないかという想

いは未だにあります。 

 

現在の給料月額の県内順位は小牧市の規模に即したところに位置

していると思いますし、順位が変わらない範囲で引き上げるという

ことであれば、必ずしも引き上げなければならないということでは

ないと思います。今後、もし順位が変わってくることがあれば、市

としての位置づけを守るという意味でも改定する必要が出てくるの

かと思います。教育長だけ引き上げるということについては、市と

して教育に力を入れていくという姿勢を示すためであればありかと

思います。 

 

それでは、教育長だけ引き上げるということについて、皆さん改

めてどう思われますか。石倉委員からお願いします。 

 

私は良いと思います。 

 

上げるのであれば説明できる理由や基準が必要ですよね。 

 

全体的なバランスをとって順位を引き上げるということの方が私

には理解ができないですね。なぜバランスをとる必要があるのでし

ょうか。期待を込めてということも大事かもしれませんが、結果が

伴ってなければ、引き上げる必要はないと思います。教育長に関し

ても据え置きでお願いしたいです。 

 

私も他の特別職を引き上げないのであれば、教育長も上げる必要
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F 委員 

 

 

 

 

 

 

B 委員 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

はないと思います。理由をどうやって説明されるのかなと思いま

す。 

 

新教育長制度になったことで、教育長の職務は増えているのでし

ょうか。仕事が増えていれば上げても良いと思いますし。 

 

従来ですと教育委員会の中に教育委員長と教育長、教育委員がお

り、責任の所在が曖昧な部分がありました。これを一本化するため

に、教育長を教育委員会のトップにし、責任の所在を明らかにした

という点がひとつあります。また、総合教育会議というものを設置

しまして、従来ですと市長があまり関わることができなかった部分

に意見を言うことができるようになり、教育委員会の中で意見交流

ができるようになったということが主な改正点であります。業務が

ものすごく増えたかというと、一概にそうは言えないかと思われま

す。 

 

業務そのものがそこまで変わるわけではないと思いますが、教育

委員会における教育長の役割というのはやはり大きいと思います。

教育委員会での位置づけが変わったという意味では、制度改正前と

は変わっているかと思います。そこまでこだわるものではございま

せんが、性格上変わっているという面で引き上げる合理的な理由に

はなるかと思いました。 

 

これまでの話の流れから、やはり全員据え置きというかたちで良

いのではないでしょうか。 

 

今回、皆様からいただいた意見をまとめますと、据え置きという

方向になっていると思いますがいかがでしょうか。ご異議はござい

ませんでしょうか。 

 

～委員から「異議なし」の声～ 
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行政経営課長 

 

特に異議もないようですので、本審議会としては、特別職の報酬

等について、据え置きということで答申を行いたいと思います。 

それでは、事務局から答申書の案を示してもらうこととします。 

 

～答申書案の配布～ 

 

事務局より答申書の案が示されましたが、内容について、いかが

でしょうか。この答申案について、意見などがあればお願いしま

す。 

 

～特に意見なし～ 

 

それでは、ただいまお手元にあります答申書案をもって当審議会

の答申としたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

～委員から「異議なし」の声～ 

 

特に異議もないようですので、この内容で答申を行いたいと思い

ます。 

市長への答申につきましては、会長である私が後日行いたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

以上をもちまして、特別職報酬等審議会の審議は委員の皆様の協

力のもと、無事終了することができました。ありがとうございまし

た。最後に事務局からお願いします。 

 

委員の皆様におかれましては、年末年始のお忙しい時期にも関わ

らず、２回にわたりまして、特別職の報酬につきまして熱心にご議

論いただきまして、誠にありがとうございました。 

舩橋会長からもお話いただきましたように、本日の答申書案をも

って後日市長への答申を行っていただきます。委員の皆様へは、市

長への答申書の写しを送付させていただきますのでご承知置き願い

ます。 



13 

 

以上をもちまして、小牧市特別職報酬等審議会を閉会させていた

だきます。本日はどうもありがとうございました。 

（閉会） 

  


